
「噴火時等の具体的で実践的な
避難計画策定の手引き」の改訂について

内閣府（防災担当）

平成２９年１１月１６日



八木地区（八木３丁目、八木４丁目）
【概要】（平成26年9月）
 9月27日11時52分頃に噴火が発生
 同日12時36分、噴火警戒レベルが１（平常）

から３（入山規制）に引き上げ
 28日17時には「非常災害対策本部」を、22

時には内閣府大臣政務官を本部長とする「
非常災害現地対策本部」を設置

【被害状況】（平成27年8月11日現在）
 死者 ５８名
 行方不明者 ５名

噴火の様子（平成26年9月29日）

（警戒が必要な範囲）
火口から
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御嶽山噴火災害について
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「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」の改訂の経緯と概要

・市町村、都道府県等、協議会構成機関の取り組む
事項について、活動主体を明確にして記載。
・迅速な情報提供、避難誘導など登山者、観光客対
策を充実。
・噴火警戒レベルに応じた避難対応について整理。
噴火警戒レベルがあらかじめ引き上げられる場合
と突発的に噴火する場合等を想定し、関係機関の
対応の流れを図で解説。
・登山者、観光客等の円滑な避難のため市町村の
集客施設等への支援、緊急時の連携について解説。

・御嶽山噴火災害の発生と活動火山対策特別措置
法の改正（平成27年７月改正）を踏まえて改定

・法改正により協議会にて火山ごとに検討することと
なった避難計画を策定するための手引き

■「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の
推進について（報告）」（平成27年3月 火山防災対
策推進WG）
・具体的な避難計画の作成など一連の警戒避難
体制の整備を促進すべき

・住民のみならず登山者や旅行者等も含めた警
戒避難体制を構築すべき

■「活動火山対策特別措置法」の改正（平成27年
７月改正）

・火山防災協議会の設置の義務化
・警戒避難体制（避難計画等）に関する事項の
地域防災計画への位置付けを義務化 など

■噴火時等の避難計画の手引き作成委員会（平成
27年12月～7回開催）

・避難計画策定の手引きの検討を目的として、委員
会（座長：池谷 浩（砂防・地すべり技術センター 研
究顧問））を設置

・平成28年3月、「集客施設等における噴火時等の
避難確保計画作成の手引き」を公表

・平成28年12月「噴火時等の具体的で実践的な避
難計画策定の手引」を改訂

「噴火時等の具体的で実践的な
避難計画策定の手引」の改訂

１．改正の背景１．改正の背景

２．改訂のポイント２．改訂のポイント

■噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の
手引の公表（平成24年3月）



■解説編
・避難計画の目的、検討の手順・体制
・手引きの活用方法

■計画作成編
・避難計画に定めるべき事項とそのポイントを示し具体的に解説
・市町村や協議会構成機関が対応する事項を箇条書きで記載

■参考資料
・火山防災の基礎知識
⇒ 火山防災に関する基本的な事項についての解説

・事例集
⇒ 噴火時等の避難計画、火山防災訓練、噴火時等の対応の事例を収集

ダイジェスト版
・手引きの解説編、計画作成編、参考資料の主要な部分を抜粋し整理 3

手引きの構成

◯はじめに
・本手引きは市町村が行う事項を中心に、協議会構成機関が行う
事項について解説



解説編①
避難計画の位置付け
・協議会において検討する「火山単位の統一的な避難計画」
・地方自治体が警戒避難体制に係る必要事項を地域防災計画に記載することで
避難計画の実行性を担保

協議会の役割
・平常時の警戒避難体制の検討を目的とした組織
・噴火時等においても防災対応の共同検討の場として活用することや協議会のネット
ワークを関係者間の調整に活用することは有効

4



避難計画の検討体制
・協議会などの共同検討体制が基本だが、避
難に関わる機関の実務担当者による「検討
チーム」を立ち上げるなど、効率的な検討体制
を構築

避難確保計画との整合
・噴火時等には市町村と避難促進施設は綿密
に連携しながら避難等を行うことが必要
・市町村等は施設の行う避難確保計画の作成
を支援

〈準備作業〉
 前提情報の整理
 避難計画策定方針の検討

〈計画策定〉
 計画の基本的事項の検討

必要事項の検討・策定＊１

○○火山 避難計画

都道府県・市町村
地域防災計画へ記載＊２

検討チーム

検討チーム

協議会

協議会

都道府県
・市町村

＊１避難対応については、避難確保計画を作成する避難促進施設
等との協議を踏まえ、検討する必要がある。

＊２基本的には協議会で作成した避難計画のうち、自らの地域の
該当部分を地域防災計画に記載する。協議会の避難計画を地域
防災計画に添付することも考えられる。

協議会
（全体協議・

計画承認の場）

検討チーム
（具体的な計画検

討の場）

報告

意見・助言

≪検討体制の例≫

≪避難計画検討作業の流れ（例）≫

解説編②
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解説編③

地域特性に
応じた留意事項

解説

重要となる事項
やポイント

≪計画策定編の例≫
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１．計画の基本的事項の検討

・火山ハザードマップと計画の対象となる火山現象（噴石、火砕流、融雪型火山泥流等）

・避難対象者や避難対象地域、入山規制の範囲等の設定（「どこから誰が」）

⇒情報伝達や避難行動が混乱しないよう、行政区や地域コミュニティ等のまとまりに配慮

⇒直接の影響範囲でなくても避難経路やライフラインの寸断で避難が必要になる地域も

⇒住民、登山者、要配慮者等の属性を踏まえ、季節変動も加味し、想定される最大人数を想定

・火山現象、地域特性、避難者属性等を基に避難の基本的方針

（タイミング、避難の方向、避難方法等）

⇒噴石からの緊急退避、火砕流や融雪泥流、溶岩流からの谷・川を避けた避難、垂直避難等

２．事前対策

・協議会の構成機関等の役割と防災対応の確認

・防災体制、情報収集・伝達体制等の構築

⇒噴火警戒レベル等に応じた体制

火口周辺の登山者に対する情報伝達手段の検討等

・指定避難所、避難経路等の設定

⇒避難対象者数を試算し、地域コミュニティーに配慮した収容可能か施設の収容能力を確認

⇒安全な避難経路や代替ルートを検討、避難経路ごとの避難手段を検討

計画作成編①

防災無線・広報車・サイレン・緊急速報
メール・地元TV・ラジオ・Lアラート・WEB・
SNS・電光掲示板・情報モニター避難促進
施設経由など

＜情報伝達手段の例＞
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計画作成編②

３．噴火時等の対応（緊急フェーズ）

・噴火時等の対応について、３つの場
合に分けて協議会構成機関等ごとに
避難等の防災対応を整理

・広域避難の判断や警戒区域の設定

・救助活動の対応

・報道機関への対応

①噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合
噴火警戒レベルに応じた防災対応
・異常現象の通報または臨時の解説情報が発表された場合：情報

共有体制の強化とともに、登山者等へ情報を伝達

・噴火警戒レベル２、３の場合：火口周辺規制及び入山規制の実

施とともに避難促進施設と連携し、登山者等の避難誘導の実施

・噴火警戒レベル５の場合：通行規制等の実施や住民等の避難誘

導、避難所等の開設

②突発的に噴火した場合（１→２又は３）
登山者等の緊急退避※とその後の避難誘導
・緊急退避：避難促進施設の呼びかけと緊急退避の実施

・情報伝達：「噴火した」「緊急退避の実施」などの緊急情報

・避難誘導：火山の活動状況等を踏まえ、協議会等で避難誘導の

時期や方法を協議・実施

※緊急退避とは、噴石等から身を守るための緊急的な行動

③事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま居住地域に
影響を及ぼす噴火に至った場合（２又は３→５ ）

住民等の緊急退避と情報伝達
・緊急退避：短期間で火山現象が到達する恐れのある避難対象地

域の住民等も緊急退避を実施
・情報伝達：迅速に避難勧告・指示の発令

≪登山者等向けの防災行政無線文例≫

こちらは、〇〇市です。
本日午前（午後）〇時〇分に噴火警報（火口周辺）が
〇〇山に発表され、噴火警戒レベル３（入山規制）に
引き上げられました。
これにより、〇〇から○㎞圏に入山規制がかかります。
規制範囲内にいる登山者・観光客の皆様は、周辺施設
の職員や警察、消防等の指示に従い、規制範囲外への
避難をお願いします。
今後の火山に関するお知らせ、テレビ・ラジオの報道
に注意して下さい。
詳しい情報が入り次第、またお知らせします。
（以上繰り返し）
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噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応

火
山
活
動
の

推
移

（
「
噴
火
警
戒
レ
ベ

ル
」
の
引
上
げ
）

「
噴
火
警
報
」

火
山
の
観
測

気
象
庁

通
常
の
火
山
活
動

都
道
府
県

避
難
促
進
施
設

（
火
口
近
く
に
位
置
す
る
）

避
難
誘
導

噴火警戒レベル１噴火警戒レベル１

市
町
村

避
難
促
進
施
設

（
居
住
地
域
に
位
置
す
る
）

火
口
周
辺
規
制
の
実
施

臨時の解説情報 噴火警戒レベル２ 噴火警戒レベル３ 噴火警戒レベル４ 噴火警戒レベル５

火
山
活
動
の
活
発
化

火口周辺に影響を及ぼす
噴火が発生すると予想さ
れる

居住地域の近くまで重大な
影響を及ぼす噴火が発生す
ると予想される

居住地域に重大な被害を及
ぼす噴火が発生すると予想
される

居住地域に重大な被害を
及ぼす噴火が切迫してい
る状態にある

レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ

る
か
判
断

火
山
の
現
地
観
測
を

実
施

（
「
噴
火
警
戒
レ
ベ

ル
」
の
引
上
げ
）

「
噴
火
警
報
」

（
「
噴
火
警
戒
レ
ベ

ル
」
の
引
上
げ
）

「
噴
火
警
報
」

（
「
噴
火
警
戒
レ
ベ

ル
」
の
引
上
げ
）

「
噴
火
警
報
」

噴火警戒レベルの引上げ
の基準に至らない火山活
動の変化を観測した場合

火
山
の
現
地
観
測
を

実
施

火
山
の
現
地
観
測
を

実
施

火
山
の
現
地
観
測
を

実
施

火
山
の
現
地
観
測
を

実
施

・
住
民
、
登
山
者
等
へ

の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

≪情報連絡体制≫ 登
山
者
等
の
避
難
誘
導

火
口
周
辺
規
制
の
実
施

登
山
者
等
の
避
難
誘
導

入
山
規
制
の
実
施

登
山
者
等
の
避
難
誘
導

・
市
町
村
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

≪警戒体制≫

・
住
民
等
へ

の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

・
登
山
者
等
の

帰
宅
支
援

≪警戒体制≫ 避
難
準
備
情
報
の
発
表

要
配
慮
者
の

避
難
誘
導

避
難
所
の
開
設

・
市
町
村
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

≪非常体制≫

・
住
民
等
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

≪非常体制≫
避
難
の
勧
告
・
指
示

住
民
等
の
避
難
誘
導

避
難
誘
導

状
況
を
市
町
村
と

共
有

状
況
を
市
町
村
と

共
有

避
難
誘
導

避
難

呼
び

報
提
供

避
難
の
呼
び
か
け

登
山
者
等
へ
の
情

報
提
供

状
況
を
市
町
村
と

共
有

避
難

呼
び

報
提
供

避
難
の
呼
び
か
け

登
山
者
等
へ
の
情

報
提
供

避
難
誘
導

状
況
を
市
町
村
と

共
有

避
難
誘
導

避
難
の
呼
び
か
け

状
況
を
市
町
村
と

共
有

要
配
慮
者
へ
の

避
難
の
呼
び
か
け

要
配
慮
者
の

避
難
準
備
の
呼
び
か
け

住
民
等

避
難
準
備

要
配
慮
者

の
避
難

住
民
の
避
難

要
配
慮
者
の

避
難
準
備

住
民
等
へ
の
情
報

提
供

住
民
等
へ
の
情
報

提
供

異
常
現
象
の
通
報

避
難

呼
び
か

提
供

避
難
の
呼
び
か
け

登
山
者
等
へ
の
情
報

提
供

こ
の
段
階
で
実
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
引
上

げ
の
基
準
に
達
す
る

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
引
上

げ
の
基
準
に
達
す
る

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
引
上

げ
の
基
準
に
達
す
る

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
引
上

げ
の
基
準
に
達
す
る

「
臨
時
の
解
説
情

報
」

・
市
町
村
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

≪情報連絡体制≫

住
民
等
へ
の
情
報

提
供

：
情
報

：
関
係
機
関
の
対
応
事
項

：
避
難
対
象
者
が
行
う
事
項

凡例

登
山
者
等

規
制
範
囲
外

へ
避
難

規
制
範
囲
外

へ
避
難

規
制
範
囲
外

へ
避
難
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突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→２又は３）

：
情
報

：
関
係
機
関
の
対
応
事
項

：
指
示
を
受
け
て
避
難
対
象
者
が
行
う
事
項

凡例

：
指
示
を
ま
た
ず
自
ら
対
応
す
べ
き
事
項

噴
火
後
の
速

や
か
な

「
噴
火
速

報
」

火
山
活
動

の
推
移

（
「
噴
火
警

戒
レ
ベ
ル
」

の
引
上
げ
）

「
噴
火
警

報
」

火
山
の

観
測

気
象
庁

通
常
の
火
山

活
動

噴
火

発
生明瞭な前兆がなく

突発的に噴火

都
道
府
県

避
難
促
進

施
設

（
火
口
近
く
に

位
置
す
る
）

住
民
等

緊
急
退
避
の

呼
び
か
け
・

実
施

緊
急
退
避
の

状
況
整
理

状
況
を
市
町

村
と
共
有

避
難
所
等
へ

の
避
難
誘
導

噴
火

の
認
知

入
山
規
制
又
は
火
口
周
辺
規
制

の
実
施

避
難
状
況
を

市
町
村
と
共

有

噴火警戒レベル１

市
町
村

避
難
促
進

施
設

（
居
住
地
域
に

位
置
す
る
）

噴
火
の
認
知

噴火警戒レベル２又は３

住
民
等
へ
の

情
報
提
供

異
常
現
象
の
通
報

避
難
促
進
施
設

か
ら
情
報
収
集

避
難
誘
導
の
支
援

緊
急
退
避
後
の
避
難
誘
導

の
実
施
に
つ
い
て
検
討

緊
急
退
避
後

の
避
難
の
実

施
に
つ
い
て

検
討

非常体制

市町村への情報
伝達

非常体制

住民、登山者等へ
の情報伝達

登
山
者
等

緊
急
退
避

避
難

※突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル２又は３→５）は省略 10



計画作成編③
４．緊急フェーズ後の対応

・避難の長期化に備えた対策（避難者への支援活動、避難所等の環境面への配慮等）

・風評被害対策

・避難勧告・指示の解除、規制範囲の縮小、一時立入の実施

⇒立入規制区域外の本来、観光客の受け入れが可能な地域でも観光地として大きなダメージを受けるおそれ。
⇒協議会構成機関は報道機関に対し最新の火山活動、影響範囲、リスク、安全対策、民間事業者の営業状況等、
正確な情報提供に努める。

⇒避難が長期化するにともない、避難者の不安や負担が増大する傾向にある。避難者の不安や負担を軽減する
ため、環境面に配慮した避難所の設定や避難者への物資、生活面に関わる支援内容について検討しておく。

⇒規制範囲等の縮小・解除を円滑に行うため、判断の体制や手順について検討。縮小・解除後の安全管理体制、
住民等への周知方法、再避難が必要な場合の対応についても検討しておく。

⇒一時立入にあたっては、判断体制、安全管理、緊急時の連絡体制を検討。立入希望者の登録・名簿作成方法、
移動手段等について検討しておく。

⇒「火山について正しく知る」ことを基本とする。わが国は火山国であり、火山地域に暮らす住民だけでなく、
火山地域以外も対象とし、普段から広く火山についての防災啓発・防災教育に取り組むことが重要。

⇒日頃から防災訓練を行い、各機関が、住民等の避難誘導におけるそれぞれの役割を確認し、避難計画に習熟
しておくことが重要。訓練を通じて、避難計画の内容や防災体制等の有効性を検証し、常に見直しを行う。

⇒広域避難などで避難者を受け入れる避難先市町村の参加も望まれる。

５．平常時からの防災啓発と訓練

・住民、登山者等への防災啓発と学校での防災教育

・平常時の防災訓練
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参考資料

＜火山防災の基礎知識＞ ＜事例集＞

避難計画や火山防災訓練、噴火時等
の対応等、参考となる事例を紹介

〈箱根山（大涌谷周辺）の対応の事例〉

避難計画策定に必要となる火山防災
に関する基本的な事項について解説

〈計画の対象となる火山現象の解説〉
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その他の普及啓発資料

リーフレット「火山への登山のそなえ」

登山者編

登山中に噴火に遭遇した際
の行動、火山情報の収集や
登山届の提出等の事前対策
について解説していく

火山登山者向けの情報提
供ページ（気象庁）

日本山岳・スポーツ
クライミング協副会長
尾形好雄さんによる解説

避難促進施設における利
用者の噴火時等の安全対策
のための、事前の確認事項
や日々の備えについて解説
していく

避難促進施設編

洞爺湖有珠火山マイス
ター
川南恵美子さんによる解説

施設位置や避難経
路などの確認

登山者及び避難促進施設向けの
普及啓発映像資料

警戒すべき現象とその被害、必要な事前対策、
噴火に遭遇した際の行動などをCGと実際の映像
を交えて解説。

火砕流 融雪型火山泥流火砕流

＜表面＞

＜中面＞

火山に登山するにあたって必要な基礎知識、心
得や安全対策などの備えを解説。
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